
九州運輸局長

令和４年４月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１ 吉永　隆 北九州交通圏

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年４月１２日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経
　歴証明書を所持している６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した
　ものについて適用する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年５月２０日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第２号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－２ 大和タクシー株式会社 北松浦郡、佐世保市

４－３ 株式会社野方タクシー 曽於交通圏

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経
　歴証明書を所持している６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した
　ものについて適用する。

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

◯公共的割引（高齢者割引）の廃止
・高齢者割引は、公的書類（免許証・健康保険証等）により年齢（６０歳以上）を
　確認し、会員証を発行し乗車時に会員証を提示した場合に適用する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定（変更）認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年５月３１日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年６月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－４ 中尾　義則 福岡交通圏

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年６月１３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１０月３日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第４号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－５ 株式会社ヤマダ 長崎県対馬市

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経
　歴証明書を所持している６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した
　者について適用する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１０月１３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１０月１１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－６ 吉積　隆 福岡交通圏

４－７ 福岡エムケイ株式会社 福岡交通圏

申 請 概 要

◯認可に付された期限の更新（１年間）
・遠距離割引：特定大型車　５,０００円を超える部分につき５割引

○迎車回送料金の設定
・１車両１回ごとに２００円

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１０月２１日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：９,０００円を超える部分につき１割引

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１０月２１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第６号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－８～１０
玉名タクシー有限会社

ほか２者
玉名市・玉名郡

４－１１ 福岡エムケイ株式会社 福岡交通圏

申 請 概 要

◯認可に付された期限の更新（１年間）
・遠距離割引：特定大型車　５,０００円を超える部分につき５割引

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１１月１日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の廃止
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１１月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第７号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１２ 藤元　一洋 福岡交通圏

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１１月１１日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１１月１１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第８号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１３～３５
株式会社西部交通

ほか２２者
北九州交通圏

　法人事業者１７者
　個人事業者　６者

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

◯イベント定額運賃の設定（変更）
・芦屋競艇場にて開催される競艇開催日及び場外舟券販売日並びに主催者から要請が
あった場合の定額運賃額を以下のとおり設定（変更）する。
　・黒崎駅北口～芦屋競艇場　　　　普通車　３，８００円
　・折尾駅東口～芦屋競艇場　　　　普通車　２，２００円
　・遠賀川駅前～芦屋競艇場　　　　普通車　１，５００円

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定（変更）認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１１月２２日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和４年１２月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第９号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－３６ 森田　尚 福岡交通圏

４－３７ 双葉交通株式会社 福岡交通圏

４－３８ 牛尾　隆信 福岡交通圏

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和４年１２月１３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

◯遠距離割引の廃止
・特定大型車：「１５，０００円を超える部分につき１割引」
・大型車：「５，０００円を超える部分につき３割引」
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

◯営業的割引の廃止
・利用回数割引（２０回の乗車で５００円の乗車券１枚発行）の廃止

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年１月２３日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１１号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－９４ 小野　泰典 福岡交通圏

４－９５ 加茂　圭介 福岡交通圏

４－９６ 宮交タクシー株式会社

宮崎交通圏、都城交
通圏、小林交通圏、
延岡市、日向市、児
湯郡、西臼杵郡、日

南市、串間市

申 請 概 要

◯公共的割引（高齢者割引）の廃止
・高齢者割引は、公的書類（年金手帳等）により年齢（６５歳以上）を確認し、６５歳
以上の高齢者である者について適用する。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年２月２日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年２月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１３号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１０３ 小早川　弘 福岡交通圏

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年２月１３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「５，０００円を超える部分につき３割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年２月２１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１２６ 長畑　卓也 福岡交通圏

４－１２７ 川手　敏孝 福岡交通圏

４－１２８ 永田　稔一 福岡交通圏

４－１２９ 竹本　祐一郎 福岡交通圏

申 請 概 要

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

◯遠距離割引の設定
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定・変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書
を令和５年３月３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年３月１日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１６号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－１３０ 鬼木　良元 福岡交通圏

４－１３１ 一ノ瀬　孝幸 福岡交通圏

４－１３２ 深川　裕生 福岡交通圏

４－１３３ 小島　忠 北九州交通圏

４－１３４ 植木　茂 北九州交通圏

申 請 概 要

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している満６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している満６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定・変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年３月１３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

◯遠距離割引の廃止
・特定大型車：「１５，０００円を超える部分につき１割引」
・大型車：「５，０００円を超える部分につき３割引」
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年３月１０日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第１９号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－３０２ 松尾　栄治 福岡交通圏

４－３０３ 榎元　藤男 鹿児島市

４－３０４ 山元　功 鹿児島市

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年３月２２日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
・運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を所持
している者で、運転経歴証明書を提示した者について適用する。

[ 1頁中 1頁目]



九州運輸局長

令和５年３月２２日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第２０号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

４－３０５ 古賀　幸博 福岡交通圏
◯遠距離割引の廃止
・普通車：「９，０００円を超える部分につき１割引」

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年４月３日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

[ 1頁中 1頁目]


